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１－１ 事業計画の概要

1-1-1 事業計画の名称

株式会社 ミダック 奥山の杜クリーンセンター設置事業

1-1-2 事業の目的

株式会社ミダックは、浜松市東区有玉南町に本社を置く、廃棄物処理会社であります。

廃棄物処理の歴史は長く、昭和39年に前身の小島清掃社として設立後、東海地域を中心

に、東は関東から西は関西地区までの広い範囲において、企業や病院などの公共施設から

排出される産業廃棄物や一般廃棄物の適正処理を通じて、お客様に安心と安全なサービス

を提供してきました。

特に、廃液を処理する水処理施設、汚泥や焼却灰のリサイクル施設、廃プラスチックや

木くず等の破砕施設、そして管理型最終処分場と、お客様の廃棄物に対する様々なニーズ

に答えることのできる処理施設を有していることも、お客様から信頼をいただける一因と

考えています。

近年、環境に対する社会的な要求がますます高まる中、これまで長い年月をかけて積上

げてきた技術力と信用、信頼を基に、東海地域随一の規模を誇る「奥山の杜クリーンセン

ター」設置計画を立ち上げることとなりました。

「奥山の杜クリーンセンター」の中核をなす、廃棄物の管理型最終処分場は、近年新た

な設置がますます難しくなってきており、全国的にも数が不足しています。特に浜松市を

中心とする周辺地域には、長期にわたり安全な廃棄物の処理を行える管理型最終処分場が

不足しています。

施設の設置にあたっては、施設の計画段階から地域住民の方々や行政機関に対して、積

極的な情報公開を行うと共に、しっかりとした説明責任を果たすことで、廃棄物処理施設

に対して多くの方々が抱く不安の解消に努めていく考えであります。

奥山の杜クリーンセンターの「杜」という言葉には、鎮守の森や御神木の意味が含まれ

ています。弊社は、地元に根ざし地域と共に歩んでいくことを願っています。
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1-1-3 事業の内容

(1) 施設の設置者の氏名及び住所

氏 名 …………… 株式会社 ミダック

代表取締役 矢板橋 一志

住 所 …………… 静岡県浜松市東区有玉南町2163番地

(2) 施設の設置場所

住 所 …………… 管理型最終処分場 浜松市北区引佐町奥山1397番195 他35筆

破砕処理施設 浜松市北区引佐町奥山1115番168 他 6筆

（図1-3-1参照）

都市計画用途地域 … 都市計画区域外（図2-2-1参照）

図1-3-1 計画区域位置図
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(3) 設置する施設の種類

・管理型最終処分場

・破砕処理施設

(4) 施設において処理する廃棄物(汚染土壌含む)の種類

1) 管理型最終処分場

管理型最終処分場において処理する廃棄物の種類を表1-3-1に示す。

表1-3-1 処理する廃棄物の種類

燃え殻、汚泥、廃油（タールピッチ類に限る。）、廃プラスチック

産業廃棄物
類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属

くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、

がれき類、ばいじん、13号 以上15品目

特別管理産業廃棄物 特定有害廃石綿等 以上1品目

カドミウム及びその化合物、六価クロム化合物、シマジン、シア

ン化合物、チオベンカルブ、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、

1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,3-ジクロ

ロプロペン、ジクロロメタン、水銀及びその化合物、セレン及び

汚染土壌 その化合物、テトラクロロエチレン、チウラム、1,1,1-トリクロ

ロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、鉛及

びその化合物、砒素及びその化合物、フッ素及びその化合物、ベ

ンゼン、ホウ素及びその化合物、ポリ塩化ビフェニル、有機りん

化合物、以上25品目

燃え殻、粗大ごみ等

一般廃棄物（予定）
※一般廃棄物は、市町村に処理責任が課されており、市町村は一

般廃棄物処理計画に基づき処分を行います。そのため、今後、浜

松市と協議を重ね、市の政策的判断に従う考えです。

2) 破砕処理施設

破砕処理施設において処理する廃棄物の種類を表1-3-2に示す。

表1-3-2 処理する廃棄物の種類

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラ

スくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類 以上7品目
産業廃棄物

粗大ごみ等

※一般廃棄物は、市町村に処理責任が課されており、市町村は一

般廃棄物処理計画に基づき処分を行います。そのため、今後、浜

松市と協議を重ね、市の政策的判断に従う考えです。

一般廃棄物（予定）
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(5) 施設の処理能力

1) 管理型最終処分場

表1-3-3 全体面積

※廃棄物埋立面積は、各期の重複する埋立部分を差し引いた面積の合計となっています。

表1-3-4 全体面積埋立容量

2) 破砕処理施設

廃プラスチック類 56 トン/日

紙くず 60 トン/日

木くず 66 トン/日

繊維くず 24 トン/日

金属くず 135 トン/日

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず 119 トン/日

がれき類 176 トン/日

(6) 施設の処理方式

1) 管理型最終処分場

管理型最終処分場は、容量300万立方メートルを超えることから、全体を大きく4つの工

期に分けて埋立を行う。

第4期 82,272㎡

第3期 47,424㎡

第2期 37,580㎡

第1期 28,597㎡

うち廃棄物埋立面積※ 104,458㎡

計画地全体面積 228,241㎡

第4期 1,405,145㎥ 882,844㎥ 522,301㎥ 約16年

第3期 738,765㎥ 572,276㎥ 166,489㎥ 約 8年

第2期 451,129㎥ 338,374㎥ 112,755㎥ 約 5年

第1期 530,552㎥ 376,098㎥ 154,454㎥ 約 4年

全体埋立容量 3,125,591㎥ 2,169,592㎥ 955,999㎥ 約33年

内訳 廃棄物量 覆土量 埋 立 期 間
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ア．第1期埋立の概要（図1-3-2参照）

埋立容量 530,552㎥（廃棄物 376,098㎥、覆土 154,454㎥）

埋立面積 28,597㎡

埋立期間 約4年

イ．第2期埋立の概要（図1-3-3参照）

埋立容量 451,129㎥（廃棄物 338,374㎥、覆土 112,755㎥）

埋立面積 37,580㎡

埋立期間 約5年

ウ．第3期埋立の概要（図1-3-4参照）

埋立容量 738,765㎥（廃棄物 572,276㎥、覆土 166,489㎥）

埋立面積 47,424㎡

埋立期間 約8年

エ．第4期埋立の概要（図1-3-5参照）

埋立容量 1,405,145㎥（廃棄物 882,844㎥、覆土 522,301㎥）

埋立面積 82,272㎡

埋立期間 約16年

オ．断面概略図

図1-3-6 断面概略図
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カ．管理型最終処分場の処理工程

管理型最終処分場の廃棄物の埋立処理工程を図1-3-7に示す。

図1-3-7 廃棄物の埋立処理工程（管理型最終処分場）
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図1-3-2 第1期埋立計画図
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図1-3-3 第2期埋立計画図
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図1-3-4 第3期埋立計画図
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図1-3-5 第4期埋立計画図
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2) 破砕処理施設

形式：二軸せん断式破砕機

駆動方式：油圧駆動

設置箇所：建屋内

建屋規模：延床面積 約2,366㎡

廃棄物保管体積：処理前 約529㎥

処理後 約731㎥

ア．破砕処理施設建屋（図1-3-8・図1-3-9参照）

鉄骨造2階建 1Ｆ床面積 約1,947㎡

2Ｆ床面積 約 419㎡

（延床面積：約2,366㎡ 建築面積：約1,992㎡）

イ．保管施設

処理前保管ヤード 保管面積：約285㎡ 保管容量：約529㎥

処理後保管ヤード ヤード① 保管面積：約185㎡ 保管容量：約381㎥

ヤード② 保管面積：約 94㎡ 保管容量：約175㎥

ヤード③ 保管面積：約 94㎡ 保管容量：約175㎡

合計 保管面積：約373㎡ 保管容量：約731㎥

ウ．破砕処理施設の処理工程

破砕処理施設の廃棄物の処理工程を図1-3-10に示す。

図1-3-10 廃棄物の処理工程（破砕処理施設）

Ⅰ センターへの搬入

（受入品目）

廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、

ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類

Ⅱ 受付・計量

Ⅲ 破砕建屋搬入・荷下ろし

Ⅳ 手選別（粗選別）・分別

Ⅴ 破砕処理

焼却施設への搬出

Ⅵ 処理後ヤードへの保管

最終処分

（奥山の杜での埋立処理） ﾘｻｲｸﾙ･有価売却

Ⅶ ２次処理先等への搬出



図1-3-8 破砕処理施設平面図
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図1-3-9 破砕処理施設立面図
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1-1-4 搬入計画

(1) 処分場搬入予定車両台数（1日あたり）

廃棄物運搬車両 10t車約35台

土砂運搬車両 10t車約 5台

(2) 搬入ルート

搬入ルートを図1-4-1に示す。

すべての廃棄物運搬車両及び土砂運搬車両は、主要地方道浜北三ヶ日線の奥山交差点北

側（狩宿方面）から搬入する。従って、引佐町市街から県道新城引佐線を経由し、奥山交

差点南側からの運搬車両の進入は行わない。浜松市街方面からの搬入は、引佐町市街から

一旦、国道257号線を北上、途中、建設中の第二東名連絡道引佐インターチェンジ方面へ

曲がり、主要地方道浜北三ヶ日線を経由する。奥山交差点には、北側から入り、市道引佐

伊平奥山線を経て処分場に搬入する。



図1-4-1 搬入ルート図
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主要地方道浜北三ヶ日線

主要地方道浜北三ヶ日線
県道新城引佐線

県道新城引佐線

国道257号

：計画区域
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：一般国道
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：搬入経路

凡 例
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市道引佐伊平奥山線
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1-1-5 排水計画

(1) 浸出水処理施設配置図

浸出水処理施設の配置図を図1-5-1に、建屋の平面図及び立面図を図1-5-2～4に示す。

図1-5-1 浸出水処理施設配置図

(2) 浸出水処理施設の処理能力

処理能力：288㎥/日（放流水量342㎥/日）

原水調整槽：約10,000㎥

(3) 浸出水処理施設の処理工程

浸出水処理施設の処理工程を図1-5-5に示す。

（浸出水処理） （汚泥処理）

図1-5-5 浸出水処理施設処理工程

水処理施設

流 入

流量調整

生物学的脱窒素処理

第１凝集沈殿処理

第２凝集沈殿処理

砂 ろ 過

活性炭吸着処理

キレート処理

消 毒

放 流（立板沢）

汚泥濃縮

汚泥脱水処理

脱水ケーキ場内処分２系統

２系統



図1-5-2 浸出水処理施設上部平面図
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図1-5-3 浸出水処理施設内部平面図
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図1-5-4 浸出水処理施設立面図
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1-1-6 公害防止対策

(1) 維持管理基準値及び測定計画

1) 大気汚染

粉じん及び石綿は、表1-6-1に示す維持管理基準値を設定し遵守する。

表1-6-1 粉じん及び石綿の維持管理基準値

法規制値
目標値

項 目
敷地境界線上の数値

(維持管理基準値) 確認方法（回数）

敷地境界線上の数値

埋立地周辺の敷地境界線上2ヶ

粉じん
0.20mg/m3以下 0.20mg/m3以下

所(調査時の風上及び風下)にて

(埋立地) 粉じんの測定を行う。

(頻度：1回/年)

石綿
廃石綿埋立場所(発生源)及び敷

(埋立地)
10本/L以下※1 1本/L以下※2 地境界線上2ヶ所にて石綿の測

定を行う。(頻度：4回/年)

破砕処理施設建屋周辺の敷地境

粉じん
0.20mg/m3以下 0.20mg/m3以下

界線上2ヶ所(調査時の風上及び

(破砕処理施設) 風下)にて粉じんの測定を行う。

(頻度：1回/年)

注1）※1：大気汚染防止法施行規則第16条の2に基づく基準。

2）※2：ｱｽﾍﾞｽﾄﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾏﾆｭｱﾙ(第4版)平成22年6月環境省水･大気環境局大気環境課に基づく方法により算出した

ｱｽﾍﾞｽﾄ繊維数。
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2) 水質汚濁

浸出水処理施設からの放流水水質は、表1-6-2に示す維持管理基準値を設定し遵守する。

表1-6-2 浸出水処理施設からの放流水水質維持管理基準値

① ②

アルキル水銀化合物※３ 不検出 不検出 ○

水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物 0.005以下 0.0005以下 ○

カドミウム及びその化合物 0.1以下 0.1以下 ○

鉛及びその化合物 0.1以下 0.1以下 ○

有機燐化合物※４ 1以下 1以下 ○

六価クロム化合物 0.5以下 0.5以下 ○

砒素及びその化合物 0.1以下 0.1以下 ○

シアン化合物 1以下 0.1未満 ○

ポリ塩化ビフェニル 0.003以下 0.0005未満 ○

トリクロロエチレン 0.3以下 0.3以下 ○

テトラクロロエチレン 0.1以下 0.1以下 ○

ジクロロメタン 0.2以下 0.2以下 ○

四塩化炭素 0.02以下 0.02以下 ○

1,2-ジクロロエタン 0.04以下 0.04以下 ○

1,1-ジクロロエチレン 0.2以下 0.2以下 ○

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4以下 0.4以下 ○

1,1,1-トリクロロエタン 3以下 3以下 ○

1,1,2- トリクロロエタン 0.06以下 0.06以下 ○

1,3 ?ジクロロプロペン 0.02以下 0.02以下 ○

チウラム 0.06以下 0.06以下 ○

シマジン 0.03以下 0.03以下 ○

チオベンカルブ 0.2以下 0.2以下 ○

ベンゼン 0.1以下 0.1以下 ○

セレン及びその化合物 0.1以下 0.1以下 ○

ほう素及びその化合物 50以下 10以下 ○

ふっ素及びその化合物 15以下 8以下 ○

ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 200以下 50以下 ○

水素イオン濃度(pH) 5.8～8.6 6.0～8.0 ○

生物化学的酸素要求量(BOD) 60以下 平均15最大20以下 ○

化学的酸素要求量(COD) 90以下 平均15最大20以下 ○

浮遊物質量(SS) 60以下 10以下 ○

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5以下 5以下 ○

ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） 30以下 30以下 ○

フェノール類含有量 5以下 5以下 ○

銅含有量 3以下 0.25以下 ○

亜鉛含有量 2以下 0.25以下 ○

溶解性鉄含有量 10以下 10以下 ○

溶解性マンガン含有量 10以下 10以下 ○

クロム含有量 2以下 2以下 ○

大腸菌群数(個/cm3) 3000個/cm3以下 3000個/cm3以下 ○

窒素含有量 平均60最大120 平均60最大120 ○

燐含有量 平均8 最大16 1以下 ○

ダイオキシン類(pg-TEQ/l)※５ 10pg-TEQ/l以下 10pg-TEQ/l以下 ○

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素※６ - - ○

1,4-ジオキサン※６ - - ○

※２ 確認方法(回数)は以下の通りとする。

基準。

※ 上記の他、農業用水基準項目及びケルダール窒素については、農業用水取水期(3月～9月までの間)に月1回測定する。

※１ 「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」。

※４ パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメント及びEPNに限る。
※５ 「ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理基準を定める命令等の施行について｣による

①＝放流水のサンプリング及び分析を実施(年1回)
②＝放流水のサンプリング及び分析を実施(月1回)

※６ 廃棄物処理法の基準にはない項目であるが、環境基準が定められている項目。

※３ アルキル水銀の法規制値「不検出」は、0.0005mg/L未満であることを表す。

放流水モニタリング項目 法規制値 ※１
目標値(mg/l)

（維持管理基準値）
確認方法（回数） ※２

-
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3) 地下水

地下水は、表1-6-3に示す維持管理基準値を設定し遵守する。

表1-6-3 地下水水質維持管理基準値

4) 騒音

騒音は、表1-6-4に示す維持管理基準値を設定し遵守する。

表1-6-4 騒音維持管理基準値

注）※：騒音規制法に基づく工場・事業場に係る規制基準

45 dB以下45 dB以下夜間（22時～6時）

50 dB以下50 dB以下夕 （8時～22時）

55 dB以下55 dB以下昼間（8時～18時） 敷地境界線上の5地点におい

て、測定を行う。

(頻度：1回/年)

50 dB以下50 dB以下朝 （6時～8時）

確認方法（回数）
目標値

（維持管理基準値）
敷地境界線上の数値

法規制値 ※
敷地境界線上の数値

時間区分

① ②

アルキル水銀 不検出 不検出 ○

総水銀 0.0005以下 0.0005未満 ○

カドミウム 0.01以下 0.01以下 ○

鉛 0.01以下 0.01以下 ○

六価クロム 0.05以下 0.05以下 ○

砒素 0.01以下 0.01以下 ○

全シアン 不検出 不検出 ○

ポリ塩化ビフェニル 不検出 不検出 ○

トリクロロエチレン 0.03以下 0.03以下 ○

テトラクロロエチレン 0.01以下 0.01以下 ○

ジクロロメタン 0.02以下 0.02以下 ○

四塩化炭素 0.002以下 0.002以下 ○

1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.004以下 ○

1,1-ジクロロエチレン 0.02以下 0.02以下 ○

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.04以下 ○

1,1,1-トリクロロエタン 1以下 1以下 ○

1,1,2- トリクロロエタン 0.006以下 0.006以下 ○

1,3 ?ジクロロプロペン 0.002以下 0.002以下 ○

チウラム 0.006以下 0.006以下 ○

シマジン 0.003以下 0.003以下 ○

チオベンカルブ 0.02以下 0.02以下 ○

ベンゼン 0.01以下 0.01以下 ○

セレン及びその化合物 0.01以下 0.01以下 ○

ふっ素及びその化合物 0.8以下 0.8以下 ○

ほう素及びその化合物 1以下 1以下 ○

有機燐化合物※２ 不検出 不検出 ○

ダイオキシン類(pg-TEQ/l) 1pg-TEQ/l以下 1pg-TEQ/l以下 ○

塩化ビニルモノマー※３ - - ○

1,2-ジクロロエチレン※３ - - ○

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素※３ - - ○

1,4-ジオキサン※３ - - ○

①＝分析を3ヶ月に1回実施。
②＝分析を年1回実施。

※３ 廃棄物処理法において基準が定められていない項目であるが、今後廃棄物処理法においても基準値が

※ 上記の他、地下水集排水管の洪水調整池への出口付近において別途電気伝導率の測定を行う。（連続）
定められる可能性があることからモニタリングを実施する。

確認方法（回数） ※１

※１ 地下水のサンプリングは観測用井戸(上流1ヶ所、下流1ヶ所)で行い、確認方法(回数)は以下の通りとする。

※２ パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメント及びEPNに限る。

地下水モニタリング項目 地下水基準値(mg/l)
目標値(mg/l)

（維持管理基準値）

-
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5) 振動

振動は、表1-6-5に示す維持管理基準値を設定し遵守する。

表1-6-5 振動維持管理基準値

注）※：振動規制法に基づく工場・事業場に係る規制基準

6) 悪臭

悪臭は、表1-6-6に示す維持管理基準値を設定し遵守する。

表1-6-6 悪臭維持管理基準値

法規制値 ※
目標値

時間区分
敷地境界線上の数値

(維持管理基準値) 確認方法（回数）

敷地境界線上の数値

臭気指数 埋立地周辺の敷地境界線上2ヶ

(埋立地)
13 以下 13 以下

所(調査時の風上及び風下)にて

悪臭の測定を行う。

(頻度：1回/年)

破砕処理施設建屋周辺の敷地境

臭気指数
13 以下 13 以下

界線上2ヶ所(調査時の風上及び

(破砕処理施設) 風下)にて悪臭の測定を行う。

(頻度：1回/年)

注）※：悪臭防止法の規制基準

(2) 施設の維持管理方法

施設の維持管理方法を表1-6-7に示す。

55 dB以下55 dB以下夜間（20時～翌8時）

敷地境界線上の5地点におい

て、測定を行う。

(頻度：1回/年)

65 dB以下65 dB以下昼間（8時～20時）

確認方法（回数）
目標値

（維持管理基準値）
敷地境界線上の数値

法規制値 ※
敷地境界線上の数値

時間区分
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